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いわき労働基準監督署

署長室よりいわきアリオスを望む
（R04年４月27日撮影）

◎ 資料等、自由にご利用ください
◎ 記事の要望や感想をお待ちしています！
（いわき労働基準協会までお寄せください）

シリーズ法令改正の解説・・第２回化学物質規制（R5.4.1施行予定分）
化学物質に対する規制に係る法改正が進められており、令和5年4月1日から順次施行されます。

今回は、令和5年4月1日から施行される法規制（11項目）について順次説明します。

令和5年4月1日施行予定の法規制のポイント

１ SDS（安全データシート）「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新
【解説】SDSに係る通知事項の一つである「人体に及ぼす作用」について、定期的に確認・更新
し、変更内容の通知を行わなければならないこととされました。
（イメージ）

２ 化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化
【解説】労働安全衛生法第57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付け
られている危険・有害物質について、譲渡・提供時以外も、以下の場合
はラベル表示・文書の交付その他の方法により、内容物の名称やその危
険性・有害性情報を伝達しなければならないこととされました。

・ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合
・自ら製造したラベル表示対象物を、容器に入れて保管する場合

（資料出所・・・厚生労働省「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会資料」（R3.7.19）
「第146回労働政策審議会安全衛生分科会資料」（R4.3.23）

労働保険の手続きは電子申請で！
「GビズIDプライム」で電子証明書が不要になりました
リーフレット（別途掲載「鉄腕あらわる」）をご覧ください

～期間中の活発な安全活動を！～

令和4年６月８日（水）、新舞子ハイツにおいて開催されました。
研修会では、高橋安全衛生課長より安全週間、準備期間中の実施事項及び

「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」に
ついて説明しました。
また、いわき共立病院（現医療センター）の建設工事において無災害表彰を

受賞した大成建設（株）東北支店の安全担当者による講演「何のために働くのか～建設業に学ぶ安
全管理～」が行われました。冒頭、いわき労働基準監督署長より挨拶を行いました。
【署長挨拶要旨】
〇 昨年は、化学工業や協力業者が作業する製造業で協力業者が重傷を負う災害が多発した。建設
業においても、工場内の設備関連工事において作業員が死傷する災害が発生している。

〇 事故が発生した工場を調査したところ、「協力業者が自分でやる話だから知らない」とか「協
力業者がやることだから口出しできない」との認識で、協力業者に安全上の留意点や作業場の危
険情報を伝達しない等、工場の安全管理者として耳を疑うような話が聞かれた。

〇 最近、労災かくしが横行しているが、その背景として、コミュニケーション不足以前に、こう
いった管理者側の無責任、無関心な姿勢があるのではないかと危惧している。

〇 安全週間及び準備期間には、企業における総合的な安全管理が適切に機能しているのか、あら
ためて点検をしていただきたい。6月20日（月）に、「安全衛生マネジメントシステム」の機能
チェックに役立つ研修会が開催されるので、積極的に参加願いたい。

全国安全週間に参加しよう！
準備月間署長パトロール実施中
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https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000807803.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916674.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
https://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/index.html

